
ジョブローテーション、乗務員勤務制度改悪、ダイ改合理化、ローカル線切り捨て反対！　定年延長と 65歳まで働ける職場を！

〔発　行〕動労千葉を支援する会
　　千葉市中央区要町２－８ＤＣ会館
　　http://dourousien28.kane-tsugu.com/renrakuban/
　　dc-info@deluxe.ocn.ne.jp

闘いなくして安全なし 2021.10.26
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１．「乗務員の業務等の見直し」については、安定輸送を脅
かし、旅客の利便性を低下させるとともに、働きやすさに
繋がるものとは言い難いことから次の点について明らかに
すること。

　（４）（発車看視廃止に関して）車掌に対する知識習得が期
待できるとしているが、車両状態に注意することとな
ることから、責任が伴うことになるのか。

　（６）「ワンマン運転を見据え、運転士の声を反映しやすく
することが期待できる」とは、どのようなことなのか。

２．発車看視の見直しについては、乗り継ぎ時点における列
車（車両）状態の注視は安全の確保に重要な位置を占めて
おり、車両に対する安全や安定輸送を損なうことから、中
止すること。

３．今回の施策は、拘束時間内における労働時間を削減する
ことのみを目的とし、安全を損ねるものであることから、
施策を中止すること。

４．「車両の性能向上により、モニタ等で車両の状態を今ま
でより把握できるようになってきている。」としているが、
モニタで把握できるものとできないものがあり、今回、見
直しポイントとしている項目においては、把握できるとは
言い難いことから、関連項目について施策を中止すること。

５．早目出場の見直しについては、「３分前出場の本質は変
わらない」としているが、指示はしないとしながら、ノー
ペイの時間での暗黙の強制をしていることから、中止する
こと。また、会社としての、早目出場についての考え方を
明らかにすること。

７．起床点呼後の付加時分の見直しについて、見直し後は、
行先地における点呼時分内での点呼が求められることとな
るが、点呼時分内で収まらなかった場合、その後の作業推
移も含めて、考え方を明らかにすること。また、十分な時
間を確保する観点からも逸脱する施策であることから中止
すること。
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10/22動労総連合「乗務員の業務等の見直し」に関する申入れ（一部要旨）

乗務員の労働時間を削り取るな！


